
議
員
提
出
議
案
第
七
号

選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
法
制
化
に
向
け
た
議
論
を
求
め
る
意
見
書

本
案
を
次
の
と
お
り
提
出
す
る
。

令
和
三
年
十
月
五
日
提
出
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会
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議
員
提
出
議
案
第
七
号

選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
法
制
化
に
向
け
た
議
論
を
求
め
る
意
見
書

平
成
三
十
年
二
月
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
世
論
調
査
に
お
い
て
、
夫
婦
同
姓
も
夫
婦

別
姓
も
選
べ
る
選
択
的
夫
婦
別
氏
（
姓
）
制
度
の
導
入
に
賛
成
ま
た
は
容
認
す
る
と
答

え
た
国
民
は
六
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
反
対
の
二
十
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を

大
き
く
上
回
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
現
行
の
民
法
で
は
、
婚
姻
時
に
夫
婦
の
い
ず
れ
か
一
方
が
姓
を
改
め
る
こ

と
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
社
会
的
な
信
用
と
実
績
を
築
い
た
人
が
望
ま
な
い

改
姓
を
す
る
こ
と
で
、
自
己
同
一
性
を
喪
失
し
苦
痛
を
伴
う
、
一
部
の
資
格
証
で
は
旧

姓
の
使
用
が
認
め
ら
れ
な
い
、
姓
を
維
持
す
る
た
め
に
法
的
な
保
障
の
少
な
い
事
実
婚

を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

政
府
は
旧
姓
の
通
称
使
用
の
拡
大
の
取
組
を
進
め
て
い
る
が
、
ダ
ブ
ル
ネ
ー
ム
を
使

い
分
け
る
負
担
の
増
加
、
社
会
的
な
ダ
ブ
ル
ネ
ー
ム
管
理
コ
ス
ト
、
個
人
識
別
の
誤
り

の
リ
ス
ク
や
コ
ス
ト
を
増
大
さ
せ
る
等
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
通
称
使

用
で
は
、
自
己
同
一
性
を
喪
失
す
る
苦
痛
を
解
消
す
る
も
の
に
は
な
ら
ず
、
根
本
的
な

解
決
策
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
一
人
っ
子
同
士
の
結
婚
や
子
連
れ
再
婚
、
高
齢
で
の
結

婚
が
増
え
、
改
姓
を
望
ま
な
い
と
考
え
る
人
や
現
行
の
民
法
で
は
改
姓
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
か
ら
結
婚
を
諦
め
て
し
ま
う
人
が
い
る
た
め
、
一
層
非
婚
や
少
子
化
に

つ
な
が
る
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
国
連
の
女
子
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
日
本
政
府
に
対
し
女

性
が
婚
姻
前
の
姓
を
保
持
す
る
選
択
を
可
能
に
す
る
よ
う
再
三
に
わ
た
り
民
法
の
改
正

を
勧
告
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
の
最
高
裁
判
決
に
引
き
続
き
、
令
和
三
年
六
月
の



最
高
裁
決
定
に
お
い
て
も
、
夫
婦
同
姓
規
定
が
合
憲
と
さ
れ
る
一
方
、
夫
婦
の
氏
に
関

す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
会
で
論
ぜ
ら
れ
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
依
然
と
し
て
国
会
で
の
議
論
は
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
の
法
制
化
に
向
け
た
積
極
的

な
議
論
を
行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
一
日

箕

面

市

議

会


